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昭
和
五
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
提
出 

質

問

第

一

六

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

伊
達
発
電
所
の
設
置
に
係
わ
る
電
気
事
業
法
等
の
運
用
の
実
態
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
五
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

保 
利 

 

茂 

殿 

 

提 

出 

者 
 

渡 

辺 

三 

郎 

 

一 

 



 

そ
こ
で
、
こ
の
間
の
事
情
を
質
す
た
め
、
同
題
の
質
問
主
意
書
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
内
閣
答
弁
書
（
内
閣
衆 

 
 

 

質
八
一
第
一
号
）
の
送
付
を
受
け
た
。
し
か
し
同
答
弁
書
に
は
、
今
少
し
不
明
確
・
不
充
分
な
点
も
あ
る
と
思
料 

 
 

 
 

さ
れ
る
の
で
、
同
答
弁
書
に
関
連
し
て
、
北
電
に
対
し
監
督
責
任
を
有
す
る
通
商
産
業
大
臣
の
御
見
解
を
重
ね
て 

 
 

 

賜
り
た
い
。 

北
海
道
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
北
電
」
と
い
う
）
の
伊
達
発
電
所
は
、
そ
の
本
体
工
事
が
既
に
完
成
さ
れ
て
い
る 

 
 

に
も
係
わ
ら
ず
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
る
燃
料
の
適
正
な
る
安
定
供
給
手
段
を
欠
い
た
た
め
、
未
だ
に
電
力
の
供 

 
 

 
 

給
が
開
始
さ
れ
て
い
な
い
。 

一 

公
共
事
業
用
施
設
の
設
置
に
係
わ
る
適
地
判
断
の
重
要
性
に
関
す
る
答
弁
に
つ
い
て 

(1) 

適
地
判
断
以
外
に
電
源
開
発
に
と
つ
て
最
重
要
事
項
と
な
る
も
の
は
何
か
、
そ
の
す
べ
て
を
列
挙
さ
れ
た 

伊
達
発
電
所
の
設
置
に
係
わ
る
電
気
事
業
法
等
の
運
用
の
実
態
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

二 

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
八
十
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
公
有
水
面
埋
立
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
）
に
よ
る
埋
立 

(4) 

電
気
の
安
定
的
な
供
給
を
確
保
す
る
の
に
必
要
な
要
件
は
何
か
、
そ
の
す
べ
て
を
列
挙
さ
れ
た
い
。 

(3) 

電
源
開
発
の
実
施
に
当
つ
て
は
、
そ
の
実
施
場
所
の
自
然
条
件
及
び
社
会
環
境
を
充
分
に
考
慮
す
る
こ
と 

 
 

が
不
可
欠
で
あ
る
と
答
弁
さ
れ
る
が
、 

(2) 
電
源
開
発
の
実
施
に
当
つ
て
は
、
関
係
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
答
弁 

 
 

さ
れ
る
が
、 

(ロ) 

充
分
に
考
慮
さ
れ
た
社
会
環
境
が
満
た
す
べ
き
要
件
を
項
目
別
に
列
挙
さ
れ
た
い
。 

(イ) 

充
分
に
考
慮
さ
れ
た
自
然
条
件
が
満
た
す
べ
き
要
件
を
項
目
別
に
列
挙
さ
れ
た
い
。 

(ロ) 

関
係
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
の
手
続
き
及
び
要
件
を
法
的
根
拠
を
添
え
て
示
さ
れ
た
い
。 

(イ) 

何
故
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
の
か
。 

い
。 

四 

 



 

(2) 

右
免
許
に
係
わ
る
旧
法
六
条
一
項
に
よ
る
損
失
補
償
は
、
伊
達
漁
業
協
同
組
合
（
以
下
「
伊
達
漁
協
」
と
い 

 
 

う
）
と
北
電
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
答
弁
さ
れ
る
が
、 

(1) 
右
免
許
は
、
旧
法
四
条
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
答
弁
さ
れ
る
が
、
埋 

 
 

立
免
許
の
要
件
事
実
と
し
て
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、 

免
許
等
に
関
す
る
答
弁
に
つ
い
て 

(ハ) 

本
件
埋
立
に
よ
り
生
じ
る
損
害
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
程
度
は
ど
の
よ
う
に
見
積
ら 

 
 

れ
て
い
た
の
か
。 

(ロ) 

本
件
埋
立
に
よ
り
生
じ
る
利
益
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
程
度
は
ど
の
よ
う
に
見
積
ら 

 
 

れ
て
い
た
の
か
。 

(イ) 

本
件
埋
立
は
「
そ
の
埋
立
に
因
り
て
生
じ
る
利
益
の
程
度
が
損
害
の
程
度
に
著
し
く
超
過
す
る
と
き
」
に 

 

該
当
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
か
。
ま
た
な
ら
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
原
因
は
何
か
。 

五 

 



 

(ホ) 

補
償
金
の
支
払
い
が
四
回
の
分
割
払
い
に
な
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ら
の
支
払
い
の
年
月
日
が
、 

 
 

こ
の
協
定
で
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
か
。
そ
の
他
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

(ニ) 

右
に
お
い
て
、
何
故
温
排
水
利
用
の
研
究
開
発
に
対
す
る
協
力
金
が
漁
業
補
償
と
し
て
支
払
わ
れ
る
こ 

 
 

と
と
な
つ
た
の
か
。
ま
た
こ
の
研
究
開
発
を
行
う
主
体
（
研
究
機
関
）
は
ど
こ
か
。 

(ハ) 

こ
の
協
定
で
は
、
漁
業
損
失
に
対
す
る
補
償
金
と
し
て
四
億
五
千
万
円
、
温
排
水
利
用
の
研
究
開
始
に 

 
 

対
す
る
協
力
金
と
し
て
二
千
万
円
の
計
四
億
七
千
万
円
の
支
払
い
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た 

 
 

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
金
額
の
積
算
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 

(ロ) 

こ
の
協
定
が
成
立
し
、
そ
の
効
力
が
発
生
す
る
に
至
る
経
過
に
つ
い
て
、
①
協
議
開
始
②
協
議
成
立 

 
 

 

③
協
定
締
結
④
協
定
発
効
の
各
年
月
日
を
示
さ
れ
た
い
。 

(イ) 

こ
の
協
定
は
、
旧
法
六
条
三
項
に
よ
り
北
海
道
知
事
の
裁
定
に
よ
る
も
の
な
の
か
。
そ
の
他
北
海
道
知 

 
 

事
は
こ
の
協
定
の
成
立
に
、
如
何
な
る
法
的
根
拠
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
な
し
て
い
る
の
か
。 

六 

 



 

(5) 

右
免
許
に
係
わ
る
申
請
に
お
い
て
、
北
電
は
埋
立
工
事
の
着
手
及
び
し
ゆ
ん
工
の
年
月
日
を
そ
れ
ぞ
れ
い 

 
 

つ
と
し
て
い
た
の
か
。 

(4) 

右
免
許
に
係
わ
る
旧
法
十
一
条
の
免
許
の
告
示
の
年
月
日
及
び
そ
の
方
法
を
示
さ
れ
た
い
。 

(3) 
右
免
許
に
係
わ
る
旧
法
六
条
一
項
に
よ
る
損
害
防
止
の
施
設
と
し
て
海
水
汚
濁
防
止
対
策
が
行
わ
れ
た
と 

 

答
弁
さ
れ
る
が
、 

(ハ) 

排
水
浄
化
設
備
の
具
体
的
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。 

(ロ) 

汚
濁
の
発
生
及
び
拡
散
の
原
因
を
含
め
て
、
海
水
汚
濁
防
止
シ
ー
ト
の
具
体
的
な
内
容
を
示
さ
れ
た 

 
 

 

い
。 

(イ) 

こ
の
対
策
は
、
右

(2)
に
い
う
協
定
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
よ
い
の
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
対
策 

 
 

 

の
根
拠
規
定
を
示
さ
れ
た
い
。 

(ヘ) 

こ
の
協
定
で
は
、
埋
立
着
工
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
の
か
。 

七 

 



 

三 

漁
業
法
の
手
続
き
に
関
す
る
答
弁
に
つ
い
て 

(1) 

本
件
埋
立
工
事
の
施
工
区
域
内
に
あ
つ
た
と
答
弁
さ
れ
た
昭
和
四
十
三
年
九
月
一
日
付
海
共
第
百
三
十
五 

 

号
の
免
許
に
係
る
第
一
種
共
同
漁
業
を
内
容
と
す
る
共
同
漁
業
権
の
一
部
（
以
下
「
本
件
漁
業
権
」
と
い
う
）
に 

 

つ
い
て 

(8) 

と
こ
ろ
で
、
公
有
水
面
埋
立
法
を
所
管
す
る
省
庁
名
を
、
局
、
部
、
課
の
レ
ベ
ル
で
明
ら
か
に
さ
れ
た 

 
 

 
 

い
。 

(7) 

本
件
埋
立
に
関
し
、
旧
法
二
十
五
条
に
よ
る
公
共
用
国
有
地
の
下
付
が
北
電
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
れ 

 
 

 

ば
、
そ
の
年
月
日
、
面
積
及
び
価
格
を
示
さ
れ
た
い
。 

(6) 
本
件
埋
立
の
し
ゆ
ん
工
認
可
の
申
請
、
同
認
可
、
北
電
に
よ
る
同
埋
立
地
の
所
有
権
取
得
及
び
同
所
有
権 

 
 

登
記
の
年
月
日
を
示
さ
れ
た
い
。 

(イ) 

昭
和
四
十
七
年
五
月
三
十
一
日
の
伊
達
漁
協
の
総
会
で
海
共
第
百
三
十
五
号
の
漁
業
権
に
係
る
漁
業
権 

八 

 



 

(ホ) 

本
件
漁
業
権
に
係
る
漁
業
権
行
使
規
則
は
、
本
件
変
更
免
許
の
際
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
ま
た
は
考 

 
 

 

慮
さ
れ
た
の
か
。 

(ニ) 

本
件
漁
業
権
に
係
る
漁
業
権
行
使
規
則
は
、
伊
達
漁
協
で
は
、
本
件
決
議
に
当
た
り
ど
の
よ
う
に
扱
わ 

 
 

れ
た
の
か
。 

(ハ) 

本
件
漁
業
権
に
係
わ
る
漁
業
権
行
使
規
則
の
対
象
と
な
つ
た
漁
民
（
伊
達
漁
協
の
組
合
員
）
は
何
名
だ
つ 

 

た
の
か
。 

(ロ) 

北
海
道
知
事
が
行
つ
た
昭
和
四
十
八
年
六
月
二
十
五
日
付
の
海
共
第
百
三
十
五
号
の
漁
業
権
に
係
る
変 

 

更
免
許
（
以
下
「
本
件
変
更
免
許
」
と
い
う
）
は
、
本
件
漁
業
権
を
消
滅
さ
せ
る
効
果
を
も
つ
て
い
た
の
か
。 

そ
の
他
こ
の
変
更
免
許
で
は
本
件
漁
業
権
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
。 

変
更
の
特
別
決
議
（
以
下
「
本
件
決
議
」
と
い
う
）
で
は
本
件
漁
業
権
の
消
滅
又
は
放
棄
を
含
ん
で
い
た
の 

 
 

 
か
。
そ
の
他
こ
の
決
議
で
は
本
件
漁
業
権
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
。 

九 

 



 

(2) 

海
共
第
百
三
十
五
号
の
漁
業
権
は
、
昭
和
四
十
八
年
八
月
三
十
一
日
に
存
続
期
間
の
満
了
に
よ
り
消
滅
し 

 
 

た
と
答
弁
さ
れ
る
が
、 

(ハ) 

漁
業
権
免
許
の
存
続
期
間
は
、
そ
の
満
了
に
よ
り
当
該
漁
業
権
を
消
滅
さ
せ
る
た
め
に
設
定
さ
れ
る
も 

 
 

の
な
の
か
。 

(ロ) 

本
件
漁
業
権
が
消
滅
し
た
と
す
る
正
式
の
年
月
日
は
い
つ
か
。 

(イ) 

右
に
お
い
て
消
滅
し
た
と
さ
れ
る
漁
業
権
は
、
本
件
漁
業
権
以
外
の
当
該
漁
業
権
を
さ
す
も
の
と
し
て 

 
 

よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。 

(ト) 
本
件
漁
業
権
の
消
滅
に
伴
う
当
該
漁
業
権
行
使
規
則
の
変
更
又
は
廃
止
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
①
伊
達 

 
 

漁
協
で
の
水
産
業
協
同
組
合
法
五
十
条
に
よ
る
特
別
決
議
の
年
月
日
と
内
容
②
北
海
道
知
事
へ
の
認
可
の 

 

申
請
の
年
月
日
③
同
認
可
の
年
月
日
を
示
さ
れ
た
い
。 

(ヘ) 

本
件
変
更
免
許
に
係
る
変
更
事
項
と
は
何
か
。
そ
の
す
べ
て
を
列
挙
さ
れ
た
い
。 

一
〇 

 



 

(3) 

伊
達
漁
協
に
対
す
る
漁
業
補
償
は
、
漁
業
損
失
に
対
す
る
補
償
金
と
し
て
四
億
五
千
万
円
、
温
排
水
利
用 

 
 

の
研
究
開
発
に
対
す
る
協
力
金
と
し
て
二
千
万
円
の
計
四
億
七
千
万
円
が
、
四
回
に
分
割
さ
れ
て
北
電
よ
り 

 
 

支
払
わ
れ
、
伊
達
漁
協
は
、
配
分
委
員
会
を
設
け
て
組
合
員
各
人
に
配
分
し
た
と
答
弁
さ
れ
る
が
、 

(イ) 

四
回
に
分
割
さ
れ
て
伊
達
漁
協
に
支
払
わ
れ
た
漁
業
補
償
に
つ
い
て
、
そ
の
期
日
毎
に
分
割
し
て
支
払 

 
 

わ
れ
た
金
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。 

(ヘ) 

右
に
お
い
て
消
滅
し
た
と
さ
れ
る
漁
業
権
に
関
す
る
漁
業
補
償
は
現
実
に
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の 

 

か
。 

(ホ) 

存
続
期
間
満
了
に
よ
る
漁
業
権
の
消
滅
で
は
、
漁
業
補
償
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
な
の 

 
 

 

か
。 

(ニ) 

漁
業
権
免
許
に
存
続
期
間
を
設
定
し
た
の
は
、
状
況
の
進
化
の
中
で
漁
業
権
の
内
容
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ 

 
 

す
る
た
め
で
は
な
か
つ
た
の
か
。 

一
一 

 



 

(4) 

北
電
が
有
珠
漁
業
協
同
組
合
（
以
下
「
有
珠
漁
協
」
と
い
う
）
に
対
し
、
同
漁
協
と
締
結
し
た
協
定
に
基
づ
く 

 
 

覚
書
に
よ
り
、
漁
業
振
興
資
金
及
び
再
建
助
成
金
を
支
払
つ
た
と
答
弁
さ
れ
る
が
、 

(ロ) 

漁
業
振
興
資
金
及
び
再
建
助
成
金
を
北
電
が
支
払
つ
た
年
月
日
及
び
同
日
に
お
け
る
支
払
い
金
額
を
そ 

 

れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。 

(イ) 

右
協
定
及
び
覚
書
が
締
結
さ
れ
た
年
月
日
は
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
か
。 

(ニ) 

補
償
金
支
払
い
に
同
要
綱
に
お
い
て
個
別
払
い
の
原
則
が
設
け
ら
れ
て
い
る
理
由
は
何
な
の
か
。 

(ハ) 

配
分
委
員
会
を
設
け
て
組
合
員
各
人
に
配
分
す
る
と
い
う
こ
と
が
同
要
綱
に
あ
る
個
別
払
い
の
原
則
に 

 

従
つ
た
措
置
で
あ
る
と
し
た
北
電
の
根
拠
は
何
か
。 

(ロ) 

四
億
七
千
万
円
に
の
ぼ
る
伊
達
漁
協
に
対
す
る
漁
業
補
償
を
、
権
利
補
償
（
公
共
用
地
の
取
得
に
伴
う 

 
 

損
失
補
償
基
準
要
綱
十
七
条
に
該
当
す
る
も
の
）
と
損
失
補
償
（
同
要
綱
五
節
に
該
当
す
る
も
の
）
の
別 

 
 

 

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
総
額
及
び
積
算
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 

一
二 

 



 

四 

伊
達
発
電
所
の
設
置
に
係
わ
る
適
地
判
断
並
び
に
電
源
開
発
促
進
法
（
以
下
「
電
発
法
」
と
い
う
）
及
び
電
気
事 

 
 

業
法
（
以
下
「
事
業
法
」
と
い
う
）
の
手
続
き
経
過
に
関
す
る
答
弁
に
つ
い
て 

(2) 

伊
達
発
電
所
の
電
源
開
発
基
本
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
）
へ
の
組
入
れ
に
つ
い
て
電
源
開
発
調
整 

 

審
議
会
（
以
下
「
電
調
審
」
と
い
う
）
が
聴
取
し
た
北
海
道
知
事
の
意
見
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
さ 

 
 

れ
た
い
。 

(1) 

伊
達
発
電
所
の
満
た
す
べ
き
公
共
用
事
業
施
設
の
設
置
に
関
す
る
適
地
判
断
の
是
非
に
係
わ
る
法
定
要 

 
 

件
は
、
電
発
法
及
び
事
業
法
の
規
定
に
よ
つ
た
と
し
て
よ
い
の
か
。 

(5) 

と
こ
ろ
で
、
漁
業
法
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
を
所
管
す
る
省
庁
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
か
、
局
、
部
、
課
の 

 
 

 

レ
ベ
ル
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(ハ) 

漁
業
振
興
資
金
及
び
再
建
助
成
金
を
、
北
電
が
協
定
ま
で
締
結
し
て
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
何
か
。 

一
三 

 



 

(4) 

伊
達
発
電
所
の
基
本
計
画
を
審
議
し
た
電
調
審
に
お
い
て
燃
料
油
の
搬
入
方
法
に
つ
い
て
も
説
明
が
行
わ 

(3) 

基
本
計
画
の
立
案
に
当
た
り
考
慮
さ
れ
た
国
土
の
総
合
的
な
開
発
、
利
用
及
び
保
全
、
電
力
の
需
給
そ
の 

 
 

他
電
源
開
発
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て 

(ハ) 

右
の
事
項
と
事
業
法
五
条
の
各
号
の
要
件
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
各
号
の
要
件
毎
に 

 
 

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(ロ) 

伊
達
発
電
所
の
基
本
計
画
へ
の
組
み
入
れ
に
つ
い
て
は
、
右
の
事
項
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ 

 
 

た
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
項
毎
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(イ) 

右
の
事
項
を
項
目
別
に
列
挙
さ
れ
た
い
。 

(ハ) 

聴
取
し
た
意
見
の
内
容 

(ロ) 
聴
取
し
た
年
月
日 

(イ) 

聴
取
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
理
由 

一
四 

 



 

(7) 

胆
振
地
区
に
お
け
る
電
力
の
最
大
消
費
地
は
室
蘭
市
で
は
な
い
の
か
。 

(6) 

胆
振
地
区
の
電
力
需
要
増
加
に
見
合
う
電
源
と
し
て
、
伊
達
発
電
所
と
そ
れ
以
外
の
候
補
地
と
の
比
較
衡 

 
 

量
（
適
地
判
断
）
に
お
い
て
、
燃
料
油
の
搬
入
方
法
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
。 

(5) 

右
電
調
審
に
お
い
て
、
伊
達
発
電
所
へ
の
燃
料
油
の
搬
入
に
つ
き
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
に
よ
る
道
路
輸
送
、 

 
 

 

タ
ン
ク
貨
車
に
よ
る
鉄
道
輸
送
（
必
要
と
な
る
線
路
を
敷
設
す
る
も
の
と
し
て
）
、
陸
地
部
で
の
パ
イ
プ
ラ
イ 

 
 

ン
輸
送
、
海
中
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
輸
送
及
び
タ
ン
カ
ー
に
よ
る
海
上
輸
送
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
比
較
衡
量 

 
 

が
行
わ
れ
た
の
か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(ハ) 

説
明
の
内
容 

(ロ) 

説
明
が
行
わ
れ
た
年
月
日 

(イ) 
説
明
者
の
氏
名
、
所
属 

れ
た
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
五 

 



 

(9) 
事
業
法
八
条
一
項
に
基
づ
く
通
商
産
業
大
臣
の
変
更
許
可
に
当
た
り
、
内
閣
総
理
大
臣
が
電
調
審
の
議
を 

 
 

経
て
決
定
し
た
基
本
計
画
を
参
酌
し
つ
つ
、
同
法
五
条
の
基
準
に
照
ら
し
て
、
適
地
判
断
は
総
合
的
・
概
括 

 
 

 

的
な
形
で
行
わ
れ
て
い
る
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
が
、 

(8) 
伊
達
発
電
所
を
設
置
す
る
代
り
に
室
蘭
市
に
発
電
所
を
新
設
し
て
は
い
け
な
い
理
由
は
何
か
。 

(ハ) 

内
閣
法
は
、
通
商
産
業
大
臣
の
処
分
権
限
を
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
が
拘
束
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い 

 
 

る
と
解
釈
し
て
よ
い
の
か
。
そ
の
他
、
右

(ロ)
の
場
合
に
照
ら
し
内
閣
法
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
も
の 

(ロ) 

基
本
計
画
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
適
地
判
断
と
事
業
法
八
条
一
項
に
よ
る
変
更
許
可
に
お
け 

 

る
通
商
産
業
大
臣
の
適
地
判
断
と
が
異
な
る
場
合
、
事
業
法
に
よ
る
通
商
産
業
大
臣
の
処
分
権
限
は
事
業 

 
 

法
上
基
本
計
画
に
き
束
さ
れ
な
い
と
し
て
よ
い
の
か
。 

(イ) 

「
参
酌
す
る
」
と
は
、
「
く
ら
べ
あ
わ
せ
て
い
い
方
を
と
る
」
と
解
釈
し
て
よ
い
の
か
。
そ
の
他
ど
の
よ
う 

 
 

に
解
決
す
べ
き
も
の
か
。 

一
六 

 



 

五 

伊
達
発
電
所
の
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
（
以
下
「
本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
に
関
す
る
答
弁
に
つ
い
て 

(1) 

本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
係
わ
る
ホ
ー
ス
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
長
大
構
造
物
と
し 

(11) 

と
こ
ろ
で
電
発
法
に
係
る
事
務
は
、
ど
の
省
庁
が
所
管
し
て
い
る
の
か
。
局
、
部
、
課
の
レ
ベ
ル
で
示
さ 

 
 

 

れ
た
い
。 

(10) 

内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
発
電
所
設
置
に
関
す
る
適
地
判
断
は
、
事
業
法
五
条
の
基
準
に
き
束
さ
れ
る
も
の 

 
 

 

な
の
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
及
び
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

(ホ) 

内
閣
法
六
条
に
よ
り
、
例
え
ば
通
商
産
業
大
臣
の
処
分
権
限
が
閣
議
決
定
に
よ
り
き
束
さ
れ
る
と
解
釈 

 
 

し
て
よ
い
の
か
。 

(ニ) 
内
閣
法
六
条
に
い
う
「
閣
議
に
か
け
て
決
定
し
た
方
針
」
と
は
、
同
法
四
条
に
よ
る
閣
議
決
定
を
さ
す
の 

 
 

か
。 

か
。 

一
七 

 



 

(6) 

パ
事
業
法
に
係
わ
る
技
術
基
準
告
示
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
八
日
付
）
の
四
十
六
条
に
あ
る
石
油
を
除 

(5) 

パ
事
業
法
に
係
わ
る
技
術
基
準
は
、
パ
事
業
に
係
わ
る
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
の
安
全
性
を
完
全
に
保 

 
 

証
す
る
も
の
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。 

(4) 

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
以
下
「
パ
事
業
法
」
と
い
う
）
に
係
わ
る
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
の
安
全
性 

 

は
、
同
法
令
に
よ
り
す
べ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。 

(3) 

法
令
に
よ
る
設
置
基
準
に
よ
り
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
、
ま
た
は
設
置
の
態
様
が
き
束
さ
れ
る
施
設
以
外 

 
 

の
施
設
を
設
置
す
る
と
き
、
そ
の
施
設
の
設
置
に
係
わ
る
安
全
性
は
、
法
令
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
な 

 
 

ら
な
い
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。 

(2) 
右
の
如
き
デ
メ
リ
ッ
ト
を
容
認
し
て
ま
で
し
て
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
内
の
危
険
物
と
置
換
し
た
水
を
殊
更 

 
 

 

ホ
ー
ス
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
り
除
去
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
理
由
は
何
か
。 

て
の
構
造
強
度
等
保
安
上
ど
の
よ
う
な
デ
メ
リ
ッ
ト
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
か
。 

一
八 

 



 

 

一
九 

去
す
る
た
め
の
措
置
は
、
表
現
が
不
鮮
明
で
あ
る
が
、
次
の
三
つ
の
場
合
、
実
態
に
ど
の
よ
う
な
差
異
が
出 

 
 

 
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

① 

告
示
本
文
か
ら
「
相
隣
接
し
た
二
の
」
を
取
り
去
つ
た
場
合 

② 

告
示
本
文
か
ら
「
二
の
」
を
取
り
去
つ
た
場
合 

③ 

告
示
本
文
通
り
の
場
合 

(7) 

パ
事
業
法
に
係
わ
る
技
術
基
準
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
付
）
の
五
十
四
条
の
ピ
グ
取
扱
い 

 

装
置
に
係
わ
る
ス
フ
ェ
ア
が
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
例
え
ば
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
伸
び
に
よ
る
径
の
縮
少
、
緊
急 

 
 

し
や
断
弁
の
不
完
全
な
開
閉
等
の
異
常
事
態
に
よ
り
通
過
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
つ
た
場
合
、
技
術
基
準 

 
 

告
示
五
十
一
条
三
号
に
定
め
る
緊
急
対
策
の
た
め
の
資
機
械
を
用
い
て
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か
、
例
示 

 
 

さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


